
――（司会）皆さんから10枚におよぶ質問ペーパ

ーをいただきましたので、これを少し整理してご

質問をし、お答えいただきながら、また議論をし

たいと思います。途中で必要でしたら、挙手をい

ただければご指名しますのでよろしくお願いいた

します。評価・選別について最初のほうで扱い、

その他の質問については後半にということでお願

いします。まず一つ目は、マクロアプレーザルに

ついてです。マクロアプレーザルは具体的にはど

ういう作業をされるのでしょうか。また実施する

上で困難点はあるでしょうか。

――（スタッキー）はい、多くの問題に遭遇しま

す。そういった問題の特に多くは、いわゆる伝統

的なアーキビストに関連して起こることもありま

すし、また政府官庁の観点からも遭遇しておりま

す。例えば一例を挙げますと、特に政府省庁の関

連で、ある程度その政府機関そのものをランク付

けして、そういった作業を行わなければならない

という場面があります。その場合に、そのある省

庁の職員に対して、他の省庁よりもそちらの省庁

のほうがランクの上からは低いんですよ、という

ような形で対応していかなくてはならないという

のが問題になります。

以上が政府機関との関連で私どもが遭遇する問

題の一例でありますけれども、今度はアーキビス

トそのものに関連する問題というのもございま

す。すなわち、アーキビストとしては、常に考え

方をある程度変えていくという必要がございま

す。すなわち、ただ単に記録のみならず、いろい

ろな側面について、例えばあまり目に見えること

ができないような性格を持っているものに対して

も配慮を行っていかなければならないところがあ

るわけです。例えば、政府と社会とがどのような

関連をお互いに持っているのか、どのように相互

に反応しているのかということに関しましては、

常にオーストラリアのみならず、多分カナダにお

きましてもアーキビストに対して我々が教えてい

かなればならない点ではないかと思っておりま

す。

――（ウィルソン）付言させていただきますと、

このアプローチに関してのアーキビストの訓練と

いうことでも問題に直面することもございます。

また私の論文の中にも書きましたけれども、省庁

との協力の問題、そして省庁がきちんと遵守をし

てくれるのかという問題に遭遇することもありま

す。法律とか規則とか様々な要件は存在している

んですけれども、必ずしも政府の行政機関、省庁

がすべて喜んで協力をしてくれるわけではござい

ません。また、省庁が我々はそれぞれの省庁が持

っている記録の細部を見たいということを言って

いるのではなく、その特定の省あるいは庁を理解

し、そしてその機能がどうであるか、記録の保持

がどのようになされているのかということに関心

があるのだということを分かってもらうことが必

要なんですが、それが必ずしもできていないとい

う問題があります。

確かに我々は記録をみるということで、そこで

記録を保持するための考え方、合理性をきちんと

見つけていくということはできると思うんです。

スタッフの中には、非常に想像力に富んだ人もた

くさんおりますので、「これは大変よい論文であ

る」とか「これは大変よい本である」ということ

はすぐに気が付くんですけれども、しかしむしろ

重要なのは、きちんと規律をもってやっていくと

いうことです。政府の機能の重要性ということに

焦点をあてて行っていくことが重要であると思い
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ます。どこか曖昧なところに重要な記録が隠され

ているというようなこともありますが、しかしな

がらその機能、きちんと文書化をし、記録管理シ

ステムにおいて維持していくことが、国としての

知識をつくっていく上で極めて重要です。

――（スタッキー）ちょっと付け加えさせていた

だきますと、やはりもう一つの問題として考えら

れますのが、その我々がアーキビストに対して、

対象となります評価・選別の対象となります文書

が、作成されるすでに前の段階においてなんらか

の評価・選別に関しての意思決定をするようにと

いうことを要請しているということも一言申し上

げたいと思います。そしてその文書の作成者に対

しまして、ともに共同し協力をしていくことによ

って、その作成の段階で、その文書がどのような

重要性を当該文書が持つのかということを特定す

るということも必要である、ということを彼らに

伝えるようにしております。

――（司会）ここで再度お聞きしようと思うんで

すけれど、そのマクロアプレーザルについて、日

本では理論の紹介はあったと思うんですが、具体

的なやり方について、誰も日本では知らないとい

う現状がございますので、お願いします。例えば

このやり方ですと、どの段階、つまりいつ、誰が、

そのメンバーはどれくらいのチームとか人数なの

か、そういう辺りも含めてそれぞれのお国でやら

れている状況を教えていただけたらと……。

――（ウィルソン）まずWebサイトをご覧いただ

きますと、このマクロ選別のプロセスに関しての

詳細情報が載っておりますので、ご覧いただきた

いと思います。簡単にご説明いたしますと、まず

第1段階ですが、各省庁の協力がなによりも必要

です。省庁は、その省庁が持っている記録、シス

テムに関する全体的な評価・選別を行うことに関

して、協力をする用意があるのか、省庁の協力が

得られるのかという問題です。

次に、その選別を行うチームの数ですが、それ

は対象となる省庁の規模にもよります。そしてま

た、その省庁全体に対してのマクロ評価・選別を

行うのか、それともその省庁の中の主な機能のマ

クロ評価・選別を行うのかということによっても

異なってまいります。場合によっては、私どもの

アーキビストが実際にその省庁に行って、例えば

国防省とか外務省とかそういったところに駐在を

して選別を行うということもございます。そして

その省庁の記録保持チームと一緒になって協力を

して、作業するということです。そうすることに

よって、その省庁の記録、システム、記録管理シ

ステムが、我々のもうすでに持っている文書と関

連があるのかということ、また将来その省庁に関

してはどのようにやっていくのかということの判

断をしていくというやり方になります。

そして省庁の協力を得て、具体的にいつ何をす

るのかということを、複数年度にまたがる計画を

つくります。そして２、３人のアーキビストから

なるチームをその省庁に配属をすると、その担当

者というふうに決めるわけです。そしてそのアー

キビストたちがリサーチを行って、その当該省、

あるいは庁がどのように機能しているのかという

こと、法律的な権限は何なのか、どのような機能

があるのか、どのようなプログラムがあるのかと

いうことのリサーチを行います。そしてそのリサ

ーチの結果に基づいて、仮説づくりを行います。

何が重要なのか、何が重要ではないのかというこ

との仮説をたてて、そして必要とあれば、その省

庁に実際に行って、具体的な記録のサンプルをと

ってきて、その仮説が正しいかどうかの検証を行

います。
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そこでこのプロセスを通じて、私どものスタッ

フが、それぞれの担当当該省の記録担当、記録保

持の担当の職員とコミュニケーションを密に行う

ということになります。そして、我々のスタッフ

としてもその省庁がどのように機能しているの

か、そしてその省庁の記録システムがどのように

機能しているかということに関して、かなり満足

のいく情報が得られるところまでくるわけです。

そこで、そのシステムの選別を行うと、そして紙

におとされた記録、あるいは電子的な記録、フィ

ルム、ビデオ、そのほかの形での記録の評価・選

別を行います。それは、省庁全体のドキュメント、

記録システム全体に対して行うわけです。

このような分析プロセスを経た後で、アーキビ

ストのチームが報告書を作成いたします。そこで

評価・選別の判断に基づいた勧告も出すというこ

とになります。何を保持するのか、何は選択的な

保持をするのか、何に関してはサンプル抽出にす

るのか、そして何に関しては保持をしないのかと

いうことを、その背後にある考え方とともに記し

ます。これはかなり長い報告書になりまして、そ

の省庁の機能ですとか法的な地位、そして必要と

される要件は何であるのかということを分析した

ものになりますし、そしてどのような記録を作成

しているのかということも含まれたレポートにな

ります。そしてその省庁の記録システムの中で、

保持すべき要素は何であるのかということを特定

いたします。ただそこで難しいのは、私が最初に

公文書館に参りました時は、何百ページものそう

いった報告書があがってきましたが、それに関し

て私は、そういうものではなくもっと単純化され

た要約版で20ページくらいの報告書にして欲しい

ということを求めました。

それに関しては、公文書館のマネージャーがま

ず報告書の内容をチェックし、そしてマネージャ

ーの次にディレクターに上がる、そして最後に私

のところにきて私が承認をするということになり

ます。その過程で、私に疑問があれば、それをア

ーキビストに直接聞く。そしてアーキビストのほ

うから、なぜこういった勧告になったのかという

ことに関してのブリーフィングをしてもらうとい

うことになります。そして「これでよし」という

ことになりますと、私がサインをして、承認をす

るということになります。そして私が承認をした

ものが、その当該省、庁のほうへ送られます。こ

れが私ども図書館公文書館として歴史的な公文書

の目的で何を保持したいかということを示してい

る方向性であるということで示されるわけです。

それ以外のものに関してどうするかということは

省庁次第でして、その省庁が参考のためにあるい

は行政的な仕事のために、ある一定期間その記録

を保持したいというのであるならば、それはそれ

でＯＫです、大丈夫です。ただ我々としては、ア

ーカイブスとして、歴史的にみて何を保存したい

かという方向性を示すことになります。

非常にややこしい、詳細にわたるプロセスです。

これに関しては、それぞれの省庁の機能に関する

ものですので、長期的な記録ということになりま

す。以前は省庁の組織ごとにスケジューリングを

行っていたんですけれども、政府の組織というの

はよく改正が、組織替えがございますので、そう

なりますと処分権限も、その組織が変わってしま

えばもはや適応されないと、古いものになってし

まうということもあります。ですから組織とは独

立した形で、機能ごとに、その組織内の機能とい

うことでやるわけです。そうすることによって、

組織の変更があっても、その機能に関してはその

プロセスはそのまま保持されるということで、も

う1回やり直さなくてもすむわけです。評価・選

別の報告書ですけれども、これは、今度は、我々

の説明責任の背景となる記録となります。そして

来年、オンラインでその情報が公開されますので、

我々が何の記録を保持するかということに関し

て、どのような決定、どのような形で決定にいた

ったのかということが、そのレポートをみれば分

かるようになっております。

――（スタッキー）オーストラリアにおきまして

も、そのプロセスはある程度は類似しております。

そしてご質問の中に、いつ、誰がという側面も含

まれていたかと思いますけれども、このいつ、誰

がという部分に関しましては、カナダとオースト

ラリアでは若干違いがあるように思われます。こ

のマクロ選別といいますのは、我が国におきまし

ては、いわば非常に広範な情報管理戦略の一部を

なしているわけでありまして、特に、情報管理シ

ステムの開発とその改善という点に関しまして

は、金曜日のシンポジウムのお話の中でも、言及

いたしました。
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そしてその、いつという側面に関してですが、

これは通常、電子媒体の形をとります新しい記録

システムをある省庁が導入する、あるいは関わる

と決めた時というのが一つございます。その場合

には、私どもとしましては、当該省庁に対して、

その彼らの業務の包括的な分析を要請いたしま

す。その一つの結果として出てまいりますのが、

記録の処分に対しての権限、記録処分権限であり

ます。

しかし最終的に、当該省庁にとりましてのメリ

ットといたしましては、説明可能な文書管理のシ

ステムを持つことができる、ということを強調し

ています。その結果として、どんな記録を作成す

るか、それがどのくらいの期間保持されるのか、

そして最終的にどの記録を公文書館に移管する

か、ということについて、検討が行われます。

もうひとつ、誰がという側面に関しましては、

お答えといたしましては、アーカイブのスタッフ、

そして当該省庁のスタッフが対象となるというこ

とになります。そしてその当該省庁の関係者に対

しまして、アプレーザル、評価・選別に関しまし

ての研修を、私どもで行ってもおります。そして

私どもは、担当の省庁の職員に対しまして、記録

処分の申請、また新たな記録管理システムの承認

のためのフォーム、書式を渡します。そしてそれ

に記入してもらうことによりまして、私どもが求

めている要件を満たすかどうかが判断され、最終

的に決定されていくわけです。

私どもがこういった作業に参画するのには、い

わば二つのやり方があるわけでして、一つは省庁

のほうから私どものほうにアプローチをしてき

て、自分たちが新しい記録保持システムを構築し

たいと言ってくる場合。もう一つは、我々がそう

いった情報を、いわばこちらサイドからキャッチ

してそれに基づいてこちらが行動をおこすという

のが二つ目であります。例えば、その私どもの内

閣府にあたる機関が、政府に関わるような形での

新しい記録保持システムを構築したいということ

がこちらに情報として入ってきましたので、私ど

ものほうからアプローチをいたしまして、お互い

に連携をとりながら、目的達成のために参画をい

たしました。

――（司会）少し違いが分かってきましたので、

次の質問に移りたいのですが、ドクター・ウィル

ソンには記録処分権限管理システム、ＲＤＡＣシ

ステム、これが今ちょっと話として出ましたので、

その細かな情報については、我々もこれからアク

セスできるようになるということでよいか、また

そのことは公文書館の説明責任、そういう理解で

よろしいのでしょうか。

――（ウィルソン）はい、そうです。これは公文

書館の説明責任の一環として行うものでございま

して、もうすでに政府内部では電子的に公開して

いる選別に関する勧告及び分析を、むこう12か月

以内には一般の方々が閲覧できるようにオンライ

ンでWebにのせることになっております。

そしてこれが、記述システムとリンクされてお

ります。アーカイブスの記録においては、その記

録は、その記録が作成されたその作成のコンテク

ストの中においてのみ初めて意味をもつというこ

とで、誰が、どういう理由で、いかにして作った

のか、そしてその記録の意味はどういうものかと

いうコンテクストがあって初めて、その記録が意

味を与えられるということになります。したがい

まして、記録処分権限というのも、そういうコン

テクストの中で見るわけでして、そのコンテクス

トの中で、100パーセント、記録全体のうち1～2

パーセントの記録を保存していくということにな

ります。

これらはファインディング・エイド・システム

とリンクし、オンラインで情報が提供されるとい

うことになります。我々の記述目録に記載されて

いるものがなぜ保存され、なぜ残りの99～98パー

セントに関しては処分をすることを許可したのか

という評価・選別の考え方、背後にある理由とい

うことに関しても説明することになります。そう
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することで、一般の国民がこのアーカイブスのプ

ロセスを理解し、そして全部の記録を保存するこ

とは不可能であると、一部分しか保存できないと

いうことに関しても、理解していただくことがで

きるようになります。

スタッキーさんと私の共通の友人であり、同僚

であるテリー・クック氏は彼の出版物の中で次の

ように言っております。「アーカイブスの選別の

プロセスは、記憶を形成する過程の一部分である。

そしてその意思決定に関して、我々は説明責任を

負っている」と言っています。ですから、あるも

のは保存し、あるものは保存しないという公文書

館としての決定を、説明しそして見せていくこと

が必要であるし、目に見えるような形にしていか

なくてはならない。そしてその決定自体が記録の

一部分であるし、その記録のコンテクストも保存

されなくてはならない、と言っています。

――（中島）コンテクストに関する情報というこ

とも、国のアーカイブにおいてのクリエーション、

創造および選別だということだと思いますけれど

も、そういった詳細情報というのも、ＲＤＡＣシ

ステム、記録処分権限管理システムの中で入手さ

れるということになるのでしょうか。そしてそれ

に関して詳細の情報というのも国として永久に保

存されるということになるのでしょうか。

――（ウィルソン）これは保存される記録のコン

テクスト情報の一部分であると考えております。

したがってその記録が保存されるのと同じだけの

期間、保存されなくてはなりません、そのコンテ

クストの情報に関しても。それらはクリエーショ

ンそのものではありませんが、アーカイブス記録

のクリエーションの一部であります。したがって、

その情報を利用する人に対して、残りの99パーセ

ントではなく、この1パーセントがなぜ保存され

たのかということに関しても説明されなくてはな

りません。

――（中島）スタッキー先生が、先ほどこのマク

ロアプレーザルについて、カナダとオーストラリ

アで若干の違いがあるというお話をされましたけ

れど、私の質問として次に伺いたいのは、このマ

クロ評価と、オーストラリアのAS4390あるいは

ISO15489の間の、主要な相違点というのは何で

しょうかということです。

――（スタッキー）まずこのマクロ選別の違いと

いうことに関してましては、双方でそれほど大き

な違いはないと考えております。ウィルソン博士

がお書きになったペーパー、これはアーカイブの

選別ガイドラインについてですが、それと私がペ

ーパーの中で説明しておりますガイドラインと

は、大きな違いはありません。

その両者の違いとして考えられますのは、どの

ように我々が選別を行うかではなくて、いつその

選別を行うかということではないでしょうか。私

どもオーストラリアにおきましては、こういった

決定を行うのは、政府が新しい記録保持システム

を導入する時、あるいは記録が何らかの危機に瀕

した場合、ほとんどそういった状況においてそう

いった決断をするということを決めました。

――（司会）中島さん、それでいいですか。

――（中島）ありがとうございました。

――（菊池）お二人の講師におたずねをしたいと

思います。マクロアプレーザルの関係ですが、国

家が果たす機能というのは様々あります。マクロ

アプレーザルがいずれにしてもファンクションと

いうところに着目をして、レコードも選別をして

いくということですが、ファンクションの重要性

というのは、時代によって、あるいは突如として

変わったりすることがあります。今までほとんど

社会で問題にならなかったような国家のファンク

ション、特定の機能について、突如として非常に

大きな焦点、ウエイトが与えられる、そういう場

合のレコードの取り方というのはどういう形にな

るのでしょう。そもそもあまり重要性を認めてい

なかったがゆえに、先行するような記録というの

がほとんどないのかも知れない。突如として大き

な爆発みたいな形のものが起こってくる。それは

また、ファンクションというものが、ある程度の

時間的な経過でもって、今度は収束してしまうか

もしれない。ある時だけ突如としてレコードが残

るというようなことがあり得るでしょうか。なぜ

おたずねしているかというと、公務員は自分のや

っていることというのは大体重要なことだとこう

考えたがるものですから、記録をいつまでも保存

しろということで、そうすると、せっかく１パー

セントか２パーセントに絞って90数パーセントは

ディスポーズするということになっても、気がつ

いてみたら、20パーセントくらいはみんな保存し

なくてはならなくなっているというようなことに
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ならないかどうかということです。

――（スタッキー）20パーセントということはま

ずないかと思いますけれども。20パーセントを保

持するというような予算は、どこの政府も与えて

くれないと思います。

しかしながら、マクロアプレーザルという概念

自体、まだ比較的新しいものであります。と申し

ましても、オーストラリアにおきましては、私ど

も、ある程度定期的なサイクルで、そういった機

能選別の見直しを必要があるのではないかと認識

し始めてもおります。

昼食の時に、公文書館の職員の方、二方とお話

をしておりました時もちょっと述べさせていただ

いたのですけれども、その年を追うごとに、ある

機能に対しての重要性に対して、どれくらいの政

府の予算がはり付けられるのかということが、一

つポイントとなるというお話をいたしました。

そしていわば日常のレベルにおきましては、政

府が何を重要視しているのかということについて

は、ある程度我々は認識をもつことができるわけ

であります。と申しましても、何か一時、危機が

起こった場合に、例えばイラク派兵というような

ことが起こった場合には、もちろん我々としては

当該情報、あるいは文書を保持するということに

なるわけですが、いわゆるより長いスパンで見ま

した時の趨勢、トレンドということに関しまして

は、ある程度我々としては把握することができる

と思います。また、昼食の時にちょっと申し上げ

た例等を引かせていただきますと、1980年代以降、

私どもは非常に環境に対して関心をもち、それを

重要視するに至ったわけでありまして、それに関

しては関連記録を保持するということが現在行わ

れているわけです。通常は、大きな社会変化とい

うのは比較的ゆっくりと徐々に起こってくると思

います。

――（ウィルソン）オーストラリアとカナダで、

少しニュアンスの違いがあるのかもしれませんけ

れども、我々は法的な裏付けをもって確立をされ、

そして資金の付いている政府の機能の中で文書化

をしないものがあるということは、決して言って

おりません。どの機能に関しても、その鍵となる

中心的な文書はあるわけでして、それにはもちろ

ん注目を払っております。法的な基盤があり、そ

して実質的な基盤のあるものであれば、何らかの

記録があることは確かなんです。しかしながらそ

の特定の機能が、突然大きくなるということにな

って、例えば突然、環境であれ、安全保障分野で

あれ、そのほかの分野であれ、ある特定の機能に

対して１万の人員の増加が、人員の配分が多くな

るというようなことになれば、それに対応した形

でそのファンクションにおける記録も増えていく

でありましょうから、その分を反映した形での記

録を我々も収集してまいります。

それからまた我々は、政府を通じて、システマ

ティックに体系的な形で政府全体に関しての機

能、評価・選別、処分権限を付与しているという

ことであります。ですから、我々としては全政府

的に見ていこうというのが目的なんですけれど、

しかしまだ、道半ばといったところです。

もう一つ、私どもＲＤＡＣシステム、記録処分

権限管理システムをオンラインで提供するのはな

ぜかということですが、これは我々がそうするこ

とによって、他の国々に対しても同じような種類

の記録をどのように扱っているかということで、

同じような記録の扱いに関して、他の国にも同じ

ような試みをしてもらうことができると考えるか

らです。各国政府というのは大体同じような種類
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の情報、記録を持っていまして、外交とか防衛・

国防とか環境とかそのほかいろんな分野に関して

の記録を保存しているわけです。でもそういった

同じような種類の記録を、各国がどのように扱っ

ているかということに関して比較したような意味

のある国際研究というのを、私は目にしたことが

ありません。ちょうどスタッキーさんと、今回在

日中お話をしていたんですけれど、例えばカナダ

とオーストラリアの二つの国を見てみると、人口

的にはカナダのほうが大きく３千３百万人位い

る。それに対してオーストラリアは２千万人位で

す。そして歴史は違うんですけれども、かなり似

たような国であります。しかしながら、公文書館

が所蔵する政府の記録の量ということで見てみま

すと、カナダの場合には130キロメートル分くら

いの記録、オーストラリアの場合には350キロメ

ートル分くらい、直線の距離にして、そのくらい

の記録が保存されている。なぜこういった違いが

出てきたかということに関して研究をするのは興

味深いことではないでしょうか。

――（スタッキー）カナダが正しくて、オースト

ラリアが間違っているのでしょう（笑）。

――（ウィルソン）この点はちゃんと記録してく

ださっているんでしょうか（笑）。

――（司会）マクロアプレーザルに関して、まだ

質問がありますか。細かい点でまだ二つくらいど

うでしょうか。では、ウィルソンさんに、カナダ

では公文書以外の私文書を集めるということはど

のようにされていますか。スタッキーさんには人

的リソース、アーキビストとかですね、そういっ

た部分のことで教えてください。

――（ウィルソン）民間分野というのは巨大なも

のでございまして、カナダでは1870年代に国立公

文書館が設立されて以来、ずっと取り組んでまい

りました。カナダというのは歴史の浅い国であり

まして、植民地であったという歴史を持っている

国でございます。したがって私の前任者の国立公

文書館長たちは、公共の官の情報と、民の情報、

全体、どちらもの文書をいろいろなメディアのも

のを集めることが重要である、そしてそういった

記録を使うことによって、歴史の浅い国の歴史を

きちんと文書化していくことが重要であるという

ふうに考えてまいりました。

戦略といたしましては、我々は政府の側のほう

の情報と同じような考え方を民間の情報に関して

もとっております。社会の中で、どういった幅広

い機能が果たされているのか、何がドキュメント

化、文書化されるべきであるのか、そしてカナダ

という国の多様性、カナダの多文化という性格を

どのようにして反映していくのか、国としての経

験、社会における女性の経験、子どもたちの経験、

そういったものをどのように文書化していくのか

ということです。あらゆる形でのメディアを使っ

て表されたドキュメント、個人の書簡から日記、

写真、映画、放送されたもの、地図、建築の図面、

切手、また有名人、また無名な人たちの個人の書

類、また総理大臣から普通の日々の生活の記録を

していた個人の記録にいたるまで、そういったも

のをどのように文書化していくかということを考

えてまいりました。

またシステマティックに体系だった形で収集を

することができる分野もあります。例えばカナダ

政府は、フューチャーものの映画とかテレビ番組

に関して資金の提供をしております。ごく最近、

協定が結ばれまして、政府からの補助金がそうい

った制作に対して出される条件として、映画なり

テレビの制作に関して、その完成品、作られた作

品の２部、コピー２部をカナダ国立図書館公文書

館のほうに拠出する、寄贈するということで合意

が結ばれました。またほかの分野においては、私

どものアーキビストが非常に積極的に、ボランテ

ィア組織ですとか、企業とか、あるいは個人、有

名人などにアプローチをして、それらの組織や個

人が所蔵しているペーパー、書類などを寄贈して

くれということをお願いするということもござい

ます。ほんの１週間か10日ほど前に、昨年の12月

に退任いたしましたクレティエン首相との間で合

意が結ばれまして、クレティエン首相の政治的な

キャリアで持っていた個人的な書類に関して、図

書館公文書館に対して寄贈してくれるということ

で合意を得ることができました。そういった形で

寄贈していただくもののほかに、私どもが買うも

のもございます。例えば２年程前に、イングラン

ドで4千点程の1700年代、1800年代、1900年代の、

写真がまだ登場する前のカナダの人々の生活とか

活動とかを描いた水彩画を買うことができまし

た。４千点程のカナダの人々に関する、非常にオ

リジナルな絵画の作品です。そういったものを買
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うということで、政府予算でカナダドル６百万ド

ルがつきまして、そこで買った４千点の絵画をカ

ナダに持ち帰りました。

最後になりますが、我が国にはそのほかにもい

ろいろな公文書館がございます。大学の公文書館、

教会が持っているもの、市町村の公文書館、場合

によっては企業や銀行がアーカイブを持っている

という例もございまして、全体で500ほどの公文

書館がございます。そういった500の国内の公文

書館と協力をいたしまして、そういったところと

一体となって、全体としてのカナダの文書化され

たあるいはそういう記録に残された遺産を保存し

ていこうという努力をしているわけです。そうい

った活動のために、私どもも補助金を出しており

まして、そういった地方の公文書館の資料保存活

動に対して、またファインディング・エイドや資

料をデジタル化しオンラインで提供するプロジェ

クトに対して、何百万カナダドル相当もの資金を

出しております。カナダでのアーカイブの遺産と

いうのは、一つの公文書館がやるということでは

なく、500にものぼる公文書館が一体となって、

共通の遺産の保存をしていこうと、そこで我々が

そこでの主導役を果たし、他の公文書館のサポー

トをしていこうという取り組みをしております。

――（スタッキー）アーキビストそして人的資源

についてのご質問であります。私自身このアーカ

イブスの仕事に過去30年ほど携わってまいりまし

たけれど、この私の仕事の中で一つとても気に入

っている点というのは、アーカイブスといいまし

ても、その中に非常に数多くの職業、領域がある

ということでございます。

アーキビストと申しましても、保存に携わる修

復家、いろいろな展示会の企画・立案をする人、

ものを書く人、あるいはレファレンスに関連する

作業をする人、というように非常に領域が多岐に

わたっております。

３、４年ほど前に、オーストラリアである学者

がアーキビストという職業に携わっている人たち

のいわば性格の分析をしました。その結果、非常

に興味深いことが示されております。つまりアー

キビストというのは、一般的にいって、秘密が好

きな人、秘密をキープしておくのが好きな人、あ

るいは自分で静かにしているという意味の秘密も

入っているかと思いますが、非常にシークレット

を好むという性格があるということ、そしてまた、

いろいろな分類をして整理をすることが好きであ

るということが、この結果で分かっております。

アーキビストは、ちょっと変わった人たちが多

いのかもしれません。

そして、この現在のアーカイブスということに

なりますと、非常に新しいタイプの人材を必要と

していると、私は考えます。変化が起こっている

からです。だからこそ、この時点で、この時代に

アーカイブスに携わっているというのは、非常に

私にとってもエキサイティングなことではないか

と考えるわけです。すでにマクロアプレーザルに

ついていろいろお話をいたしましたが、このある

時点で、社会が何を重要だと考えているのかとい

うことを基準に、いろいろな評価・選別を行って

いくというのは、とりもなおさず、知的なそして

社会のいろいろなことに関心のある人でなければ

決してできない作業であります。

我々は公文書館において、常に歴史に造詣の深

い人を必要とするでありましょう。そして同時に

箱などにいろいろなものを整理していく分類に長

けた人も人材として必要でしょう。しかしながら

同時に、弁護士であるとか社会科学者、コンピュ

ータに対して非常に深い理解を示している、コン

ピュータで何ができるかについての造詣の深い

人、こういった人々もこれからますますアーカイ

ブスにとって必要になってくると考えます。

一つ非常にエキサイティングだと私が考えます

アーカイブスを取り巻く状況といたしましては、

例えば政府で仕事をしていたＩＴの分野に強い人

が、アーカイブスにきて仕事をしたいというよう

になってこちらで働き始めた例があるということ

であります。特に、電子媒体の記録を対象にこう

いった人たちが仕事をしていく場面が多くなって

いくかと思いますけれども、こういったＩＴの情

報科学、情報技術の知識・背景を持ちながら、同

時に整理・分類もするということで、こういった

人たちは我々に大きな貢献をしてくれるのではな

いかと思います。ですから、ただ単に近代的な側

面のみならず歴史的な側面も持っている、逆に言

えば、歴史的な側面のみならずモダンな側面も兼

ね備えた人材がますますアーカイブスにやってく

るということを、非常に好ましい傾向であると考

えます。
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――（司会）大分、評価・選別の話がずっと続き

ましたので、残った時間に、皆さんからお出しい

ただいたいくつかの質問をお願いしたいと思いま

す。一つは、カナダ、オーストラリアの地方公文

書館、館長にはどんな権限があるのか、あるいは

公文書館は必ず置かれなければならないと義務付

けられているのでしょうか、についてお願いしま

す。

――（スタッキー）金曜日のシンポジウムの時に

も、申し上げましたけれども、オーストラリア、

カナダは両方とも、アメリカ合衆国のように連邦

制度をとっております。中央政府があって、我々

の場合にはステイト、カナダの場合にはプロヴィ

ンスという形で地方自治体があるという旨の言及

がありました。オーストラリアの場合には、地方

自治体そしてさらに小さな町などがその下にある

わけでありますけれども、州が自らの公文書館を

持つことが義務付けられているわけではありませ

ん。しかしながら、事実、各州には公文書館が存

在しております。そして全てのそういった州にお

きましては、州のレベルの公文書館が、さらに下

の地方自治体の記録についても決定を行う権限を

持っております。したがいまして、その地方にお

きまして何が保存され何が廃棄されるのかについ

ては、州立公文書館長がその権限を有している、

ということでございます。

――（ウィルソン）カナダに関して申し上げます

と、市町村を司るのは連邦政府ではなく、州政府

の権限のもとに置かれております、法律的に申し

上げまして。カナダの10の州はそれぞれ法律のも

とに、異なった記録保持の要件を持っているわけ

です。ケベック州の場合は非常にフランスの伝統

が濃いということで、フランス法の影響を非常に

強く受けておりまして、非常に強い規定がござい

ます。公的な資金の入っているところにおいては、

公文書館を持つことが必要である、公的な予算を

受けている機関に関してはアーカイブを持たなく

てはならないという規定があるわけです。そして

モントリオール大学はアーカイバル・スタディと

いうことでは非常に充実したアーカイブスのコー

スを持っております。ほかの州の場合はもう少し、

権限は市町村のレベルに委ねられて、裁量権は市

町村に与えられているところもある、という状況

です。

市町村のレベルですが、モントリオール、トロ

ント、バンクーバーのような大都市の場合には非

常に近代的な大きな公文書館を持っておりまし

て、機能的な形でよい記録保存のプログラムを持

っております。もう少し小さな市町村の場合には、

市町村が大学の公文書館や州の公文書館と契約を

結んでおりまして、アーカイブスのサービスはそ

ういった州や大学の公文書館から買っている、委

託で買っているという形になっております。私が

最初にアーキビストとしての仕事を始めましたの

は、非常に歴史のある古い町であるキングストン

のクイーンズ大学の公文書館でした。その当時、

キングストンの町の市役所の地下に、非常に多く

の記録が十分な手当てもされぬまま眠っていると

いうことが分かりまして、そこで大学に公文書館

を作って、私はそこにアーキビストとして雇われ

ました。その当時、市のほうからは、年にたった

１ドルしか給与はもらっていなかったんですけれ

ど、大学のほうがもう少し給金を払ってくれたの

で助かりました。それでも市からの給料が５ドル

分未払いになっています。

――（司会）皆さんからのご質問をもう一つだけ。

ウィルソンさん、図書館と公文書館が一緒になっ

たこと、良かったこと、それから何かご心配ある

いは問題と考えられていることがもしあったら教

えてください。日本では、入口が一つで入ってい

くと図書館と公文書館に別れているというところ

が少しありまして、図書館のほうが有名なもんで

すから、アーカイブの人たちが心配をしています。

この点をお願いします。この後にお二人からの皆

さんへの最後、お言葉を一つずついただくという

ことにしたいと思います。
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――（ウィルソン）どうもこの私どもの場合の国

立図書館と国立公文書館が統合されるという、非

常にラディカルなステップをとったということに

皆さんご関心がおありのようなんですけれども、

実際にはこれは、カナダの現実を反映しての動き

ということでございまして、必ずしも同じことが

他の国にまったく当てはまるということではござ

いません。ただカナダの場合には30年から40年前

くらいからずっと図書館と公文書館が同じ建物の

中に入っておりましたし、同じ管理サービスを共

有していたわけです。その当時の国立図書館長と

公文書館長だった私とが話をしまして、「我々は

同じ建物に入っているんじゃないか。それなのに

研究者は、図書館の側と公文書館の側と2回も重

複をして登録をしなくてはならない、これをどう

やって首相に説明できるんだろう」というような

話をしておりました。中にはそんな統合するとい

うことじゃなくても解決できるんじゃないかとい

うことをおっしゃった方もいらっしゃいまして、

それはその通りなんですけれども、しかしながら

この統合ということは非常に象徴的なことだった

と思います。図書館と公文書館がいずれも、どう

も専門職である我々のために運用されていた、非

常に内向きであった。それは、一般国民、納税者、

国民のほうを向いていなかったということの象徴

だったんじゃないかと思います。30年、40年間に

わたって、非常に内向きな二つの機関であったの

です。お互いがお互いをライバル視して、予算を

めぐっても資源をめぐっても施設をめぐっても、

お互いにライバル関係にあった。しかしそうでは

ないのだ、お互いに共通の利益があるのだという

ことを考えるようになり、そろそろ統合するのに

機が熟した、ということであったと思います。

この２年間ほどの間、国立図書館長と公文書館

長の私とが、職員に対して言ってきたことで一番

ラディカルだったことは、我々の組織というのは

国民のために存在するのだ、我々専門職のために

存在するのではないんだ、そして我々の専門職は

その組織を通じて国民に対して奉仕をする、サー

ビスを提供することが重要なんだ、といったこと

だったと思います。

そこでこの二つの専門職、二つの異なった機関

が統合するに至ったわけですけれど、そこでの焦

点は、二つの機関での共通の価値観ということで

あったと思います。図書館には図書館の方針があ

り、やり方がある、そして公文書館には公文書館

の方針があり、やり方があるということで、詳細

に関しては詰めなくてはいけなかったのですが、

それでも我々はサービスを提供するんだというこ

とで、共通の部分があるわけです。そしてこのサ

ービスというのは、国にとっても非常に重要性の

ある、関連性のあることであるということが、共

通の立場だったわけです。二つの機関の間にはと

てもよいバランス関係がありまして、公文書館の

ほうはその焦点が資料保存にあるということで、

保存するためには非常に優れた建物がすでにござ

いました。そして図書館のほうは公共サービスと

いうことに軸足を置いておりますので、もうすで

に3千もの公立図書館のネットワークをきちんと

持っていて、素晴らしいネットワークを擁してい

る。だから我々が保存している非常にユニークな

コレクションがあり、それを電子的な形で、ある

いはマイクロフィルムの形であれ、あるいはコピ

ーの形であれ、３千の公立図書館のネットワーク

を通じて、一般国民に提供するためにはどうした

らいいんだということを考えたわけです。

そこで一つにはサービスを国民に提供するとい

うこと、そして我々の持っている収蔵物、コレク

ションを一般市民に公開するということでした。

そしてもう一つは、保存の方法ですとか技術の収

斂、そして分野、ディスプリンの収斂ということ

だったと思います。もうすでに一般市民のアクセ

スですとか、一般市民に対して公開するというた

めの技術は存在しておりまして、二つのWebサ

イトを統合いたしまして、何百万ページにもわた

る情報がWebサイト、共通のWebサイトを通じ
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て提供されております。利用する国民の側からみ

れば、アクセスしているのが、公文書館の側の

Webであろうと、図書館の側のWebであろうと

気にしないわけです。あるいはそれが博物館であ

っても、美術ギャラリーであったとしても、そん

なことは見る側としては関係ない。あくまでもそ

の資料にあるいは本物のものにアクセスできれば

それでよいわけなんです。そのアクセスを可能に

する技術はすでに存在しておりました。問題は技

術の保存ということです。電子出版物、Webサ

イト、Ｅメールシステム、ドキュメントマネジメ

ントシステム、そういったものに関しての保存と

いうことなんです。しかしこれに関しても類似し

た技術があるということで、そこで技術に多額の

投資は必要でありましたけれども、それでも二つ

を統合したほうがよいのではないか、統合するこ

とによって、情報のプロフェッショナルとしては、

クリティカル・マッス（１つの重要な大規模機関）

に達することができるのではないかと、そしてよ

り目に見える形で、より信頼性の高い形で自らを

提示することができるのではないかと考えまし

た。懸念ということですが、確かに躊躇の面もな

かったわけではないんですけれども、そういった

躊躇、問題よりも、ベネフィット、メリットのほ

うがはるかに上回るものでした。

――（司会）日本のアーキビストにひと言ずつ、

メッセージをお願いしようと思います。

――（スタッキー）もし機会が与えられれば、こ

の評価・選別について、私はたとえ1週間でもお

話をすることができたでありましょう。私のペー

パーの中に記しましたように、アーキビストにと

ってこれは最も重要なテーマの一つでもございま

す。

この評価・選別でありますけれども、ペーパー

の中で、そして今日のお話の中でも、ウィルソン

博士と私が言及してまいりましたように、これは

とりもなおさず、情報を我々の世代から次の世代

への送っていくということ、残していくというこ

とにあります。

我々が何であるのか、そして何を我々が重要視

したのかを、次の世代に伝える、そして保存して

いくためにどうしたらよいのかというのが一つの

命題です。

そしてこれは、きちんと組織だって、説明責任

のあるアカウンタブルな、そして独立した形のア

ーキビストによる意思決定によって行われる、達

成することができるものです。

そして、オーストラリアと国際標準は、両方と

も次のようなことをその趣旨として言っておりま

す。すなわち、何が重要であるかということにつ

いて、保存していくための記録を扱っていくには、

ステークホルダー、その利害関係者と話をして共

同していくことが必要であるということでありま

す。と申しましても、これはステークホルダーが

その意思決定をしたという意味ではありません。

そしてこの意思決定を行うという役割は、我々

アーキビストについてのみ付与された役割であり

ます。歴史家に対しても、また政治家あるいは官

僚に対して、あるいは家族の歴史を専攻とする研

究者に対して役割は与えられたものではなく、あ

くまでもアーキビストが果たすべき役割として社

会が我々にもたらしたものです。

それぞれの社会は、それぞれに固有なユニーク

な存在であり、また日本も非常にユニークな社会

としての存在であります。といった意味で、日本

におかれましては日本のやり方で、そういった問

題に光をあてていらっしゃることが必要でありま

しょう。

オーストラリアでは、私どもなりのやり方を模

索してやってまいりました。そして過ちもおかし

てきました。どういった過ちをおかしたかという

ことについて、経験として皆さまにお話しするこ

とは、喜んで我々としてはやろうと思います。し

かし何を日本としてするべきかを、直接こうだと

いう形でお話しするわけにはいかないわけです。

日本には日本の立場があるからです。

今回、皆さま方からいろいろと学ばせていただ

くことができたこの機会を与えてくださいました

菊池館長に、今回私どもをお招きいただきました

ことに心から感謝申し上げたいと思います。本日

は本当にありがとうございました。

――（ウィルソン）私もスタッキーさんがおっし

ゃったことのいくつかの点に関して同じような考

えを申し述べることになるかと思いますが、まず

皆さまに気をつけていただきたいということで、

私どもがお話をいたしましたことは、カナダなり

オーストラリアなりに、それぞれの国の固有の理

由によって発展してきた我々のアプローチについ
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てお話をさせていただいたわけで、我々の状況が

どういう理由でそのような制度を発展させてきた

かということを皆さまはご理解いただくことが必

要だとは思いますけれども、しかしながら皆さま

のお取りになるアプローチということは、日本の

状況に合った形で考えていらっしゃらなくてはな

りません。なぜならば、日本と我々の国の場合に

は、状況がまったく違っているからです。カナダ

の場合には非常に長いこと確立されてきた国立公

文書館が存在しており、それが権限と法律のもと

に機能してきたわけです。長いことかかってこの

ように発展してきたということです。ですから、

皆さまの場合にはその過程を、やはりそれなりに

築いていかなくてはなりません。

お話をうかがっているところでは、日本の場合

には、我々と異なったモデル、我々のモデルを超

えたところで何かモデルを構築させるチャンスが

あるのではないかという気がいたしております。

日本の場合には、政府のいろいろな部門にアーカ

イブスの記録が分散している、国会にあるものも

あれば、省庁にあるものもある。そして場合によ

っては、非常に古い記録が寺院に存在していると

いうこともあるとうかがっております。そうなり

ますと、ここで何か新しいモデルが出てくるとい

う可能性はないでしょうか。非常に独立した様々

な機関をネットワークで結んで、そこで国立公文

書館が指導的な役割を果たされるというのはいか

がでしょうか。皆さまの場合には、公文書館に対

するビジョンを持っていらっしゃる、また保存に

関して、また公共の一般の国民からのアクセスと

いうことに対してもビジョンを持っていらっしゃ

る。ただ必ずしもそのやり方としては、国立公文

書館が中央集中的なカナダと同じような役割を果

たさなくてもよろしいのかもしれません。国立公

文書館が大きなリーダーシップの役割を果たす、

アドボカシーの役割を果たされると。そして記録

に関しての一つの重要な役割を果たされるけれど

も、しかしモデルとしては違ったものを構築する

ということも充分可能性としては考えられると思

います。

金曜日に申し上げましたけれども、ここに本当

の目的があると思います。ここに記録の力、パワ

ー・オブ・レコードというものがあります。社会

の記録、それは記憶でもあり、そして人権でもあ

り、公的な政府でもあり、主権でもある。我々は

何であるか。アイデンティティーでもある、非常

な強力な力なのです。これこそが記録の力である

と思います。これが、皆さまがアーカイブスに関

わる問題に対応し、課題に立ち向かい、努力をす

る上で力を与えてくれるものではないかと思いま

す。

最後に、締めとして一つ、引用をさせていただ

きたいと思います。1888年に、ですから今から

115年ほど前ですが、私の古い前任者がアメリカ

に招かれてまいりました。カナダの場合には1872

年にすでに国立公文書館が設立されました。アメ

リカの場合には1934年になってからできたという

ことなんですけれども、そこでアメリカの歴史家

たちが我が国の国立公文書の館長を招きまして話

してくれといったわけです。この館長はビジョン

について語りました。公表されている情報、また

公表されていない情報、民間の手にあるもの、公

共の情報、そういった文書化された情報に関して

のビジョンを滔々と語りました。ちょうど、今の

国立図書館公文書館がやっているのと同じような

形でビジョンを語ったわけです。当時彼は地下の

3室しかないところで働いていたわけですが、非

常に大きなビジョンを語り、これはまだまだ夢か

もしれないけれども、でも少なくとも非常に高貴

な夢であるということを言ったという言葉があり

ます。心も体も非常に大変な時に、私は常にこの

言葉を思い起こします。

これが記録の力です。そして記録は非常に未来

永劫にわたる永久性を持つものです。ちょうど京

都の龍安寺の石庭が人災、天災を乗り越え、何世

代にもわたって生き延びてきたのと同じように、

ちょうど記録というのも龍安寺の石と同じくらい

未来永劫に残るものでありましょう。だからこそ、

我々としてはきちんと維持をし、充分に守ってい

かなくてはならないのです。

以上をもちまして、私のコメントを終わらせて

いただきたいと思います。菊池館長、そしてご参

会の皆さまに対して、お時間を頂戴し、ご静聴い

ただきましたことに感謝を申し上げます。私も皆

さまから非常に多くを学ぶことができました。楽

しい、そして知的な刺激に満ちたすばらしい滞在

でございました。どうもありがとうございました。
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――（司会）ウィルソンさん、スタッキーさん、

そして通訳をしていただきましたお二人の方を含

めて4名の方に最後、もう一度拍手をお送りした

いと思います。

――最後に大濱理事から、総論および閉講の挨拶

をお願いいたします。

――（大濱）お二人の先生、ありがとうございま

した。通訳の方、ご苦労様でした。最後に大変に

感銘深い講義を聞くことが出来ました。「記録の

力」ということです。記録は政府であり、人権で

ありということを言われました。ここに私たちが

日本のアーカイブスを作っていく上での大きな示

唆と励ましがあるように思います。記録が力であ

るということは、国家にしろ、それぞれの社会に

しろ、それぞれの組織にしろ、どういう記録を残

すかということはまさにアーキビストが決めるべ

き意思決定を握っているという意味で、大変重要

なことです。日本の場合は、長いこと、「アーキ

ビストは歴史研究者のはしため」だという言い方

がされてきました。そうではなくて、まさにアー

キビストが次につながる社会を、歴史をつくる。

そういう点で言えば、この記録の力ということを、

一つ私たち、肝に銘じながら日本にアーカイブス

を創造していきたいものです。その際、カナダや

オーストラリアを始め、諸外国のアーカイブスの

営みに目をつけ、「隣の庭」はいいなと思ってそ

れを真似ていくだけであれば、結局竜安寺にもな

らないし、枯れた箱庭になるだけでしょうから、

私たちの国、日本という大地を見つめながらアー

カイブスというものをどうつくるかということを

お互いに考えていきたく思います。それからもう

一つ。アーキビストの研究とは何かという問題で

す。よく資料論とか何かと言いますが、今回お二

人が説かれたことは、残すべき記録を選別する上

で、それぞれの抱えている組織のあり方、営み、

その機能をどう理解するかということがいかに重

要かということです。そのためには、それぞれの

組織がかかげている戦略と政略というものを、ど

の程度アーキビストが理解しているか。そこに提

示された政略をどのように、次につなげていくか

ということに、アーキビストとしていかにかかわ

れるかということになります。今回提示された評

価・選別への目は、アーカイブスが単なる「貯蔵

庫」ではなく、明日を創る器であることを示して

います。先日のシンポジウム、そして今日の討論

会をとおし、緻密な講義を受けることができたこ

とを大変嬉しく思います。どうもありがとうござ

いました。もう一度皆さんで感謝の拍手をして終

わりたいと思います。
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